
登録手続き書類のご記入にあたって 

 

１．登録に必要な書類 

 ○補装具業者登録申請書（第１号様式） 

 ○添付書類 

（１）事業所調書（第２号様式） 

（２）次のうち取り扱う補装具種目に係る書類（４種目以外の種目別調書は不要です。） 

① 義肢製作設備等調書（第３号様式） 

② 車いす取扱調書（第４号様式） 

③ 電動車いす取扱調書（第５号様式） 

④ 補聴器取扱調書（第６号様式） 

（３）事業所の平面図 

（４）財務諸表(貸借対照表及び損益計算書) 

（５）法人市町村民税納税証明書 

（６）登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)         

（７）事業経歴書 

（８）定款 

 ○債権者登録申請書      

 

証明等は写も可です 


